
使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油

の回収をボランティア団体のご

協力で実施しますので、ご利用

ください。 

12月16日（水） 

午前9時30分～11時30分 

役場、笠松中央公民館、

松枝公民館、下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダン

ボール、アルミ缶、古着（布）も

同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

個人住民税の特別徴収 
（給与天引き） 

　岐阜県と県内市町村は、給

与所得者の方の利便性の向

上を推進するとともに、地方税

法等に基づく適正な課税と徴

収を行うため、個人住民税の特

別徴収を推進しています。 

　個人住民税の特別徴収とは、

事業主（給与支払者）が所得

税の源泉徴収と同様に、従業

員（納税義務者）に代わり、毎

月従業員に支払う給与から個

人住民税を天引きし、納入して

いただく制度です。 

　所得税の源泉徴収義務が

ある事業主は特別徴収義務者

として、法人・個人を問わず、個

人住民税を特別徴収していた

だく必要があります。 

　まだ、特別徴収を行っていな

い事業主は、制度をご理解の上、

ご協力をお願いします。 

　また、eLTAXの「地方共通

納税システム」を利用すれば、

役場や金融機関の窓口に出向

くことなく、一括で電子納付をす

ることができます。 

　詳しくは、eLTAX

ホームページをご覧

ください。 

c税務課 

　蕁388‐1112

第72回人権週間 
　世界人権宣言が採択され、

本年で72周年を迎えます。国

際連合は、世界人権宣言の採

択を記念して、採択日の12月10

日を「人権デー」と定めています。 

　法務省と全国人権擁護委員

連合会は、12月4日から10日まで

の1週間を「第72回人権週間」

として、全国各地で啓発活動を

実施します。 

 

「誰か」のこと　じゃない 

　～虐待　いじめ　 

差別のない社会～ 

 

　皆さんもこの人権週間に、身

近なことから人権を考えてみま

せんか。 

　人権問題や悩みごとなどで

お困りの方は、人権擁護委員（15

ページ参照）または法務局にご

相談ください。 

　相談は無料で、秘密は固く

守られます。 

c岐阜地方法務局人権擁護課 

　蕁245‐3181

年末年始地域安全運動 
　12月11日（金）から1月5日（火）

まで年末年始地域安全運動が

実施されます。防犯意識を高め、

年末年始における犯罪や事故

を未然に防ぎましょう。 

・不信な電話があったら一人

で判断せずに、家族や警察

署に相談しましょう。 

・子どもへの声かけやつきまと

いを防ぐため、地域ぐるみで

子どもの安全を見守りましょう。 

　岐阜県警察防犯アプリでは、

「犯罪情報の地図表示」「警

察署、交番、駐在所のルート確認」

「防犯ブザー」などの機能が利

用できます。以下のQRコードか

らアプリをダウンロードして、ご活

用ください。 

 

 

 

c総務課　蕁388‐1111

岐阜県知事の 
任期満了に伴う選挙日程 

　任期満了に伴う岐阜県知事

選挙が、次の日程で執行される

予定です。 

令和3年1月 7日（木） 

令和3年1月24日（日） 

午前7時～午後8時 

c町選挙管理員会（総務課内） 

　蕁388‐1111

後付け急発進等抑制装置設置補助金 
　笠松町では、高齢運転者の交通事故防止のため、自動車の後付

け急発進等抑制装置を設置するための経費の一部を補助していま

す。申請方法などの詳細はお問合せください。 

 

1台1万円（1人1回限り） 

※装置設置経費が1万円を下回る場合は経費の額（千円未満切り

捨て） 

令和3年3月15日（月） 

※予算が不足した場合は、期限前でも受付を終了

する可能性があります。 

c建設課　蕁388‐1117

令和3年 二十歳の集い 
令和3年1月10日（日） 

午後1時～3時（終了予定） 

笠松中学校 屋内運動場 

町内在住で平成12年4月2日

から平成13年4月1日までに生まれた

方（ただし、笠松中学校を卒業された方で、現在、他市町村に住んで

いる方も、笠松町で参加することができますので、早急にご連絡くださ

い） 

※12月中旬になっても、案内状が届かない場合はご連絡ください。 

c教育文化課　蕁388‐3231

補助 
対象者 

装置・ 
自動車の条件 

次の項目のすべてに該当する方 
・笠松町に住民登録がある75歳以上の方 
　（昭和21年4月1日以前に生まれた方） 
・自動車（自動二輪を除く）の運転免許証を保有する方 
・装置を設置する自動車の車検証に記載がある方 
　（所有者または使用者） 
・自動車税や町税などに滞納がない方 
・暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない方 

・自家用自動車で、転売を目的とした自動車でないこと 
・令和2年4月15日から令和3年2月28日に設置された、

国土交通省が認定した後付け急発進等抑制装置である
こと 

・マスクの着用 
・手洗い徹底 
・人との距離確保 
・定期的な換気 
　　　＋ 

「体調管理」に努めましょう 

新型コロナウイルス感染症 
冬は感染流行期！！ 

年末年始を控え警戒継続を！ 

12月20日（日）は、家庭の日です。

心豊かな明るい家庭づくりを

しましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなで、 
この1年を振り返りましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

▲eLTAX 
ホームページ 

▲制度詳細はこちら 

▲iOS ▲android
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補助対象者と装置・自動車の条件 

補助金額 
 
 
申請期限 

町からのお知らせ 

つ み き と え い ご  
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